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野焼きをしてはいけません　適切な焼却設備を用いずごみを燃やすことは禁止されています　薪ストーブも点検・清掃し適切な利用を
地域づくり課環境対策班　☎０４７５（７０）０３８６

生
後
91
日
以
上
の
犬
を
飼
っ
て

い
る
方
は
、
犬
の
登
録
（
犬
の
生

涯
に
１
回
）
と
狂
犬
病
の
予
防
注

射
（
毎
年
１
回
）
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

▼
日
時
＝
別
表
の
と
お
り

▼
持
ち
も
の

・
案
内
通
知

市
に
登
録
を
し
て
い
る
方
に
は

問
診
票
等
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
す
で
に
登
録
を
し
て
い
て
、
案

内
通
知
が
郵
送
さ
れ
な
か
っ
た

方
も
集
合
注
射
を
受
け
ら
れ
ま

す
。
鑑
札
な
ど
登
録
が
確
認
で

き
る
も
の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
費
用

・
犬
の
登
録
を
し
て
い
る
場
合
＝

１
頭
に
つ
き
３
，
５
０
０
円
（
注

射
済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円
、

注
射
料
金
２
，
９
５
０
円
）

・
新
規
に
犬
の
登
録
を
す
る
場
合

４
月
１
日
収
集
分
か
ら
、
工
事

現
場
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
設
置
す

る
仮
設
ト
イ
レ
の
し
尿
収
集
料
金

が
改
定
さ
れ
ま
す
。

※
事
業
所
や
家
庭
で
常
設
さ
れ
、

計
画
収
集
し
て
い
る
ト
イ
レ
の

＝
１
頭
に
つ
き
６
，５
０
０
円（
登

録
手
数
料
３
，
０
０
０
円
が
か
か

り
ま
す
）

▼
注
意
事
項

・
集
合
注
射
会
場
に
は
、
飼
い
犬

を
制
御
で
き
る
方
が
連
れ
て
き
て

く
だ
さ
い
。

・
飼
い
犬
の
ふ
ん
は
、
処
理
用
具

を
持
参
し
、
必
ず
持
ち
帰
っ
て
く

だ
さ
い
。

・
小
雨
の
中
予
防
注
射
を
受
け
る

と
化
膿
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
参
加
す
る
か
は
飼
い
主
の
責

任
で
判
断
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
問
診
の
結
果
注
射
が
で
き
な
い

場
合
は
、
後
日
健
康
状
態
の
良
い

と
き
に
別
の
会
場
や
動
物
病
院
で

受
け
て
く
だ
さ
い
。

・
す
で
に
動
物
病
院
で
注
射
を
受

け
た
場
合
は
、
動
物
病
院
か
ら
発

行
さ
れ
た
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証

を
地
域
づ
く
り
課
に
持
参
く
だ
さ
い
。

・
市
外
か
ら
転
入
し
た
方
は
、
事

前
に
地
域
づ
く
り
課
に
犬
の
登
録

事
項
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
集
合
注
射
会
場
で
は
転
入
手

続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問
地
域
づ
く
り
課
環
境
対
策
班

☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
８
６

●別表　狂犬病予防集合注射日程
日　程 会　場 時　間

４月 11日㈫

みどりが丘自治会館 13:30 ～ 14:10
季美の森もえぎ公園 14:25 ～ 14:50
農村ふれあいセンター
やまべの郷 15:10 ～ 15:30

４月 13 日㈭

みどりが丘自治会館 9:30 ～ 9:55
みずほ台センター公園 10:15 ～ 10:45
中部コミュニティセンター 11:10 ～ 11:35
農村環境改善センター
いずみの里 11:55 ～ 12:15

保健文化センター前 13:30 ～ 15:00

４月 14 日㈮

桂山公民館 13:30 ～ 13:50
細草８区青年館 14:05 ～ 14:20
汐浜公民館 14:40 ～ 15:00
白里公民館 15:15 ～ 15:30

４月 18 日㈫

萱野青年館 13:30 ～ 13:45
ながた野３号公園 14:05 ～ 14:20
弥幾野自治会館 14:35 ～ 14:50
中部コミュニティセンター 15:10 ～ 15:30

４月 21 日㈮

北富田農村協同館 13:30 ～ 13:45
柳橋公民館 14:05 ～ 14:20
清名幸谷消防機庫 14:40 ～ 14:55
南横川農村協同館 15:15 ～ 15:30

令
和
５
年
度
狂
犬
病
予
防
集
合
注

射
の
お
知
ら
せ

し
尿
収
集
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
料
金
（
税
別
）

・
改
定
前

１
回
の
し
尿
収
集
に
つ
き
５
０
０

円
。
１
回
の
し
尿
収
集
量
が
30
ℓ

ま
で
３
８
０
円
、
30
ℓ
を
超
え
る

場
合
、
10
ℓ
増
す
ご
と
に
１
３
０
円

・
改
定
後

１
回
の
し
尿
収
集
量
が
３
０
０
ℓ

ま
で
、
一
律
３
，
８
９
０
円
、
３

０
０
ℓ
を
超
え
る
場
合
、
10
ℓ
増

す
ご
と
に
１
３
０
円

問
山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合
環
境

衛
生
課

☎
０
４
７
５（
５
４
）０
５
３
１

仮
設
ト
イ
レ
の
し
尿
収
集
料
金
が

改
定
さ
れ
ま
す

こちらは消費生活センターです！

生前整理デジタル遺品リストを作りましょう
〈事例１〉先日父が亡くなり、
父が契約していた通販サイト
の有料会員を解約したいが、
ＩＤやパスワードが不明のた
め、会員ページにログインで
きず、手続きが何もできない。

〈事例２〉亡くなった夫が利
用していた決済アプリの残高
が10万円あることが分った。
しかし、夫のスマートフォン
のロックが解除できないた
め、詳細が確認できない。

〈ひとことアドバイス〉
　「デジタル遺品」（デジタル
環境を通してしか実態がつか
めない遺品）について、遺族
から、ＩＤやパスワードが分
からず定期購入や月額制の
サービスをスムーズに解約で
きない、ロックが解除できず
端末内の電子マネーやネット
取引の状況が把握できないな
どの相談が寄せられています。　

　終活の一環として、端末の
ロック解除方法、退会が必要
なサイトとそのＩＤやパス
ワード、ネット関連の金融資
産等をノートに記し、家族な
どに伝える手段を講じておき
ましょう。
　遺族の方は、まず契約先に
手続きについて確認しましょ
う。困ったときには、消費生
活センターにご相談ください。
（国民生活センター見守り新
鮮情報　第４３０号より）
◇市消費生活センター

▼相談日時＝祝日を除く㈪・
㈫・㈬・㈮ 10 時 ～ 12 時、
13時～ 16時

▼会場＝中央公民館１階相談室

▼相談電話＝☎０４７５（７０）
０３４４
問地域づくり課市民協働推進班
　☎０４７５（７０）０３４２

　区・自治会は、住民同士の親睦、生活環境の
維持等の活動のほかに、高齢者の見守りや子ど
もの安全対策、地域の団体や行政と連携して地
域課題の解決を図るなど、まちづくりの中心的
な担い手となっています。
　住みよいまちをつくるために区・自治会に加
入しましょう。
◇区・自治会の主な活動
　防災活動、環境美化、防犯灯の設置・管理、
防犯活動、文化・レクリエーション活動、広報
活動、募金の協力　など
◇加入方法
　お住まいの地域の区長・自治会長に申し出て
ください。
　連絡先が不明な場合は問い合わせください。
問大網白里市区長会事務局（地域づくり課内）
　☎０４７５（７０）０３４２

区・自治会に加入しましょう

協働のまちづくり通信
◇令和５年度実施住民協働事業がスタート
　市では、さまざまな団体と市が、互い
の特性を生かして明確な役割分担と責任
の下、対等な立場で協力して公共的課題
に取り組む事業に対し、補助金を交付し
ています。
　今年度採択された団体は次のとおりです。
・地域情報サイトの新設と運用による地
域コミュニティ活性化事業

▼事業内容＝地域情報を掲載するウェブ
サイトの立ち上げ、スマホ教室の開催

▼団体＝地域情報デジタル化普及実行委
員会
　各事業の活動状況や参加者の募集は、
広報紙や市ホームページへ掲載します。
皆さんの参加をお待ちしています。

◇令和４年度の住民協働事業成果報告会
を開催します
　自由に傍聴できますので、希望者は会
場へお越しください。※申込不要。

▼日時＝４月 21日㈮ 10時～

▼会場＝保健文化センター３階ホール
◇市民活動支援センターが利用できます
　市民活動支援センターは、市民活動団
体やＮＰＯ団体、市民活動に興味がある
方と行政や他の団体をつなぐパイプ役で
す。市民活動に関する相談、活動スペー
スの提供を行っています。お気軽にご相
談ください。
　また、中央公民館、地域づくり課前の
活動団体用広報スペースでは、ポスター
の掲示・チラシの配架を行っていますの
で、ぜひご活用ください。
問地域づくり課市民協働推進班
　☎０４７５（７０）０３４２

出前講座のメニューが決定
　市民の皆さんが「知りたい・
聞きたい・学びたい」ことを、
市職員・関係行政機関の職員
が講師として地域に伺って説
明する「出前講座」を開講し
ます。今年度は 65 講座を開
講します。

▼利用できる方＝市内に在
住・在勤・在学の方 10 人以
上で構成される団体

▼開催期間＝５月１日㈪～３
月31日㈰（年末年始除く）

▼開催時間＝ 10時～ 17時

▼開催場所＝市内に限りま
す。会場の手配や準備は申込
団体でお願いします。

▼費用＝職員派遣・資料作成
費用は無料
※ 施設借上料、原材料費、使
用する資料が有償の場合の
資料代は、申し込み団体の
負担となります。

▼申込方法＝地域づくり課へ
申込書を提出。申込書類は、
地域づくり課、中部コミュニ
ティセンター、白里出張所の
各窓口、市ホームページから

入手できます。
※ 実施に当たり担当課等との
調整が必要ですので、受講
希望日の２か月前から１か
月前までの申し込みにご協
力をお願いします。

▼その他
・実施の際は、「大網白里市
出前講座」として開催をお願
いします。
・開催に当たり、参加者への
周知や進行などは、申し込み
団体でお願いします。
・出前講座は、苦情や要望を
お聞きする場ではありませ
ん。また、出前講座の趣旨に
沿わない場合はお断りする場
合もあります。
・より良い制度とするため
に、講座終了後に報告書の提
出をお願いします。
　講座内容は、 市ホームペー
ジをご覧いただくか問い合わ
せください。
申 ・問地域づくり課市民協働

推進班
　☎０４７５(７０)０３４２
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